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保健指導の理念の転換  

厚生労働省 健康局総務課   

保 健 指 導 室 長  

野村 陽子  

これまでの健診・保健指導  これからの健診・保健指導  

最新の科学  
的知譲と、  
課題抽出の  
ための分析  

健診に付加した保健指導  メタポリックシンドローム（内臓脂肪症侯群）予防の  
ための保健指導を必要とする者を抽出するための  
健診  

プロセス重視の保健指導  結果を出す保健指導  

個別疾患の早期発見・早期治療  内膜脂肪型肥満に着目した早期介入・行動変容  
リスクの重複がある対象者に対し、医師、保健師、管理業暮士事が早期  
に介入し、行動変容につながる保健指濱を行う  

健診結果の伝達、理想的な生活習慣  
に係る一般的な情報提供  

自己選択と行動変容  
対た舌が代謝零の身体のメカニズムと生活習慣との関係を理解し、生  
悪習慎の改善を自らが選択し、行動蜜習につなげる  

健診結果で「要指濱」と指摘され、健 康教育等の保健事業に参加した看  
保健指導  
の対象者  

健診受診者全員に対し、必要度に応じ、階層化さ  

れた保健指導を提供  
リスクに基づく優先職位をつけ、保健指事の必要性に応じて「情報捷供」  
r動機付け支援」「積様的支穣」を行う  

一時点の健診結果のみに基づく保健  
指導  

画一的な保健指ヰ  

健診結果の経年変化および将来予測を踏まえた保  
健指導  

データ分析等を通じて集団としての健康課題を設  
定し、目標に沿った保健指導を計画的に実施  

個々人の健診結果を読み解くとともに、ライフスタイ  
ルを考慮した保健指導  

行動変容を  

促す手法  
実施回数や参加人数（アウトプット評  
価〉  

糖尿病等の患者・予備群の25％減少（アウトカム  
評価）  

実施主休  医療保険者  
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標準的な健診・保健指導プログラムの流れ（イメージ）  
健診・保健指導計画作成のためのデータ分析  
・■団の健康実態状況の把堰  
・男女別年代別健診有所見状況  
・内線脂肪症候群書のリスクのt檀状況  
・被保険者数及び健診受診音数のビラミット‘、健診受診率  
・支援別保健指導実施数及び実施平  等  
※2年目より（前年度の保鮭指導の評価項目を追加）  

健診（問診を含む）  

内縁脂肪型  
肥満予欄欄  

具体的な保健指導（例）  
判    定  

○健診結果（内臓脂肪症候群lこ係るリスク）  

0 生活習慣上の諜腐の有ホとその内容  等  
健診費診肴全A   

臓捜鼠（a内展  

・健診総黒から身体状況を理解し、生活習Ⅷとの間違が誼i暮できるための内容  
・健康や生活習慣病に対する理解を深めるための内容  

（健診データ、生活習慣に照らし合わせた将来展望を含む）  
・生活習慣の改善に関する基本的な内容∴方法  
・既存のサービスや社会貴需  
・その他対た看のこ－ズにあったもの  等  

什 輪 提 供  
○ 生活習慣病の特性や生活習慣の改善に閲する墓本  
的な理解を支援する。  

○健診結果の捷供に合わせて、全1に個別のニーズ、  
生活習慣に即した情報提供を実施する。  

くリスクが出現し始めた段階〉 原則1固の支擾  
対t書ごとの計i作成  

0 せ診結果と詳欄間診で行動変容の準備状態を把橿  るための内容  ：窟  
至・人体的かつ実現可能な行勤が選択できるための支援  
≡・行動日棟の改定  
」二Il祉の怜」肌の良三＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一、＿】＿▲＿．▲蔓▼▼，▼＿  

tl也づけ支援   

○ 生活習作の改善に対する  
個別の目1＃を設定し．自助努  
力による行動変容が可能とな  
るような動機づけを支捜する。  

積極的支攫   

○ 掌♯段階にあわせて個別  
の目標を設定し、一■体的で実  
硯可能な行勤の継続を支援  
する．  

（リスクが1なり出した段階〉 3－6か月程度の支援期間  

穐鐘劇支援の内容  
・健診結果から身体状況を理解し、生活習慣との聞達が認識できるための内容  
・対象者が行勤変容を自ら選択し、絶続実践ができるようにするための内容  
・行動変容の効果を確放し．継続しうる目標設定  
・評価の時期の設定  等  

対書手ごとの評価  

○ アウトプット絆価（実施回数や参加人数零）  
○ アウトカム評価（糖尿病等の愚書・予備群の減少串・保健指彊効果の評価）  
○プロセス肝価  

生活習慣病予備群に対する保健指導の基本  

・対象者が自らの健康に関するセルフケア（自己管   

理）ができることを目的とする  

・生活習慣の改善に気づき、行動変容できるように   

支援する  

・生活習慣病の特徴（自覚症状がない、生活習慣   

に起因、発症予測が可能）を踏まえた保健指導  

・必要な保健指導技術を身につけること  

・ポピュレーションアプローチの活用  
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保健指導の実施者  

・保健指導は、医師、保健師、管理栄養士が中心となって   
担う  

・効果的な保健指導を行うために、一定の研修を修了した   
者が行うことが望ましい（医師に関しては研修に加え認   

定資格を有する者の活用が望ましい）  

・食生活、運動に関する指導は、専門的知識を有する者   
が行うことが適当  

※現在の実施体制等を踏まえ、期限を定めた経過措置を設けるかど   
うか等、今後、更に検討が必要（例えば看護師の位置づけなど）  

階層化した保健指導（情報提供、動機づけ支援、積極的支援）の概要  

宗寸象看が生′看醤†■病についての理解を  
深め．自らの生活富Ⅶを見直すきつか  プロクラム終了後には継続わでできるような支援  移り、栂漬できるような支I竜  

囁移枯葉・閲移から、生，看苫†■の改善が必章な琶  
で、生活苦†1を変えるに当たって有志決定の支緩  

lフとなる支ほ   生；舌≡吉†雫病健指受診古里貝   ＿且泣抵果よ屈磨＿－■＿＿＿＿＿＿＿＿〉…川＿＿＿＿ ＿▼1且＿－＿…．＿＿＿■＿▼＿】＿＿＿＿－＿＿…＿＿＿＿＿＿＿ †理詰鵜粟と問！写に亭ついた健贋に関す  る惰絹を槽事重刑に作成    l  対象茜に配布  
tま吉夢】桔粟・問診わ、ら、生酒眉Ⅶの改善が必要な看で、 専門l胤等による朋欄柏）なきめ欄やゎ、な支揺ガ必要な苔   
－3瓜員ニ：丘企a捉度＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿▼＿＿1  

＿一足貼組なっ1匝匡」】－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿【＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿▼   
アセスメント   
（l王楕問診、健吉多のt古臭琴）  

1   

確移抵粟と王賢圧の生活誉Ⅶの意味つけ  
l   

苅書青白らカI耳文り組むべき目Iま、実践可能」百行動百事曇、！平   

価時期を瞼定（プランの作成）  
1   

拉定した目I攣達成に向けた実践  
l   

中間押l面   
取り組んでいる実践と蛤更についての五平価と再アセスメン   
ト   
必要時、行一別∃I書・貝体策の再設定  

l   

取り姻みの維統もしくは再設定した目I熱量成に向けた実践  
l  

アtzスメント  
（詳】紹問診、博吉写の紘果琴）  

1  

健診枯葉と現在の生活筈†暮の罵味つけ  
1  

対象看自ら乃Iヨ‡り姻ぢへき目ほ、実践司能な行動  
目l靂、評価時朋琴を設定（プランの作成）  

l  

騨価（6か、月複）  

…月旧朋展，…．．．．H．．．．．…．……．．．．M．．．一．．，．．．．．．．．，．【．…M．…l  
・l‡細同左引こよる薗l攣露の評価と王城的健贋伐との禿鮒考  
・生活蜜†■病の矢口嬢と生活誓†lの間違畦に催する‡究明（黒】   

l■・情義届の樗褐、曜贋的な生活苦■を総統することの必要   
性の理解）  

・生活習慣の改善に対する動機つけ  
・実I支、講習会なと（某責・食生活、運動、その他対象毒力t   

自分にあった方法を罠つ口る選択且支の1予示）  
・層別椙鴇（対象壱の行動変容のステージにあ†）せた個別貝   

体的な事郎藁、定l月的・継続椚に実施）  
・行動日樺」椚梱の時期の設定  
・押価と実践内容の総統支援  
※「繁関心醐」「関心剛」にある場合は、珂験壱に合一）せた   
っォローアップを行う  

拝細問彪による餞♯慮の押価と主伐的饅廣観との  
禿劇毒  
生活苦慣病の和l■と生活雷慣の瑚連性に蘭する説  
明（矢口膿・M相の和†■、囁f■的な生活ぎ†■を総統  
することの必要性の理解）  
ライフスタイルに合致した行動眉l攣の設定  
夏平価時期の眼定  

健三要略果の見乃  
内l簸脂肪症侯粁、生活雷†1病について  
生；看富†■病に関する憂本的な瓢雄と対  
象看の生活苦†▼の間違  
対象吉信人の生活苦Ⅶ状況に合わせた  
情滝1！倶 身近な社芸 

資源  

紙ほ体、1T、結果‡究明去等  個別面確  
実団指凋  
小集団（グループワーク、自助クループ  
ヒアサポート  
通信、I丁寧  

集団指導（クループワークや学習会等）  
lT（双乃向）  
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都道府県協議会の役割   2次医療畠協議会の役割   

l．都道府県健康増進計画の作成   1．地域保健、職Ⅰ或保健、関係窃体等による健康課題の明確化   
2．医療保険者・労働衛生部門・市町村衛生部門・関係  2．健康つ＜りに関する社会資源（市町村の保腫事業、地1或産業   

団体との総合調整   保健センター、運動施設や公園、学校、ヘルシーメニュー協   
3．健診・保健指導に関する従事者等の育成   力飲食店、産業界の取り組み、マンパワーなと）の情報交換   

・ 研修   、有効活用、連携、調整。   
・ 関係者会議（自助組織の育成）   3．宍体的な事業の企画・実施・評価等を行う。   
・ 効果的保健指導方法の研究会等   ① 地域・職1或の共通課題やニーズを把握するための調査   
・ 実の高い民間事業者の育成   事業（実態調査、意亘試調査等）   

4．産業界を巻き込んだ、ポピュレーションアプローチ   ② 健康教育、健康相談等の共同実施   
の企画・推進・評価   ③ フォーラム、健康情報マップ作成、ポスター作成等の   

5．正しい健康情報発信に関する調整・協議   企画   
6．介護予防との連携   ④ 研修会、事例検討会の開催  

（※要するに、ハイリスクアプローチとポピュレーションアフロ  
ーチのサービスの具体的融合を図る場となる）   
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保健指導担当者が有すべき資質  

医療保険者において健診・保健指導を企画・立案する保健師、管理業壬士等は、各都道府県が策定する健康増進計画、医療♯適正化計画  
等を踏まえ、特定健康診査写実施計画を策定する。  健

診
・
保
健
指
導
事
菓
の
企
画
・
立
案
・
絆
ヰ
絶
力
 
 

○医療関連データ等を分析し（医援賛データ（レセプト等）と健診データの突合分析等）、対象集団の健康課規を見出した上で、優先課趨を選定できる。   

○選定された優先課粗から目標校定ができ、事業計画が立てられる。またハイリスクアプローチとポピュレーションアプローチの相乗効果をねらった事業計画  
を考えることができる。   

○健診・保健指導に関する社会資源を活用した実施体制が檎更できる。壬た地域に必要な社会資源の開発ができる。   

○評価指標となるデータの分析から、事業等の効果を評価でき、評価結果を次年度の企画・立案につなげることができる。   

○健診・保健指導を委託する場合には、費用対効果が高く、結果の出せる事業者を選択し、医療保険者として倒診・保健指導の継続的な貫の管理ができるよ  
う、適切なモニダノングや評価ができる。   

○保健指導の貫を確保するための研膵企画、人材育成ができる。  

医療保険者自らまたはアウトソーシング先において実際の保健指導に携わる保健師、管理業暮士等は、対象者に健診結果と生活習慣の関  
連をわかりやすく説明し、確実に行動変容につながる保健指導を行う。  行

動
変
容
に
つ
な
が
る
保
健
指
導
能
力
 
 

○内臓脂肪症條群・検査データ・生活習慣との関連及び糖尿病等の予防に関連する最新の知見を十釧こ理解した上で、対象者に健診結果を読み解き、それ  
が意味する身体変化、またその生活習慣との関連をわかりやすく説明できる。   

○健診結果や質問項目等で得た情報（ライフスタイル、健康牧など）から対象者のアセスメントができる。   

○対象者の健鷹捜をキ重しつつ、前向きな自己決定を促すため、健診結果と自分の生活菅慣を結びつけて考えることができるような説明を行った上で．どこを  
どのように改善すればよいのか具体的な方策を対象者と共に考え、行動変容につながる支援ができる。   

○対象者への保健指導レベルごとに生活習慣の改善扶況の分析・評価を行い、その結果からさらに効果的な保健指導方法を創意工夫できる。   

○科学的根拠に基づいた適切な学習勃劇の開発ができ、対象者の理解度に合わせて適切に使い分けることができる。  
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人材育成のための研♯体系  

実施機関  対t書   目  鞭 内容『  ”時期 ”   

画  
（リーダー育成〉  

廟□   18年虔  

厚生労働省  人材▼】正担当書、衛生叡rlの保健師・管理業暮士．  讐＝・匹半期   

国辱劇IMの侵織師・管理業霊士 ［二妄豆i由岳□  

邑民鍵鷹保層中央会．1■康良賎地口連□Ⅱ、  
社会保険庁・社会保陳≠オ事業財団．共済組合   〔‘‘一こ L竺竺竺」  

：知識・技術：   

央  ◆管理業養士   

国                      中  ◆保健師  ㊦ユ府れ国民せ廣保険連□Ⅱ．せ康保険縮合無道府れ連合糞、  

地方社会保険事拝見・社会保険健康事♯財団支部  

日本伍臓蓋．日羊■捜協会．日本蔓暮±さ、   

： ■l  

全電停■セノケ「連合会．全車市町鞘保盤鳶職協■舎．  ：保健指導 ：  
・力づくリー通   ：知三t・技術 ：  

妄「＝ r・▲ 室   ユー  さ‾ナ こ   
◆都道府県国民健康保険団体連日会  国民健康保険中央会、健康保険場合連合会、  

18年度  

社会保険庁・社会保険健康事兼財団、共済鳩舎   ◆健康保険組合会堺道府県連合会 ◆地方辛土会保険事残局・‡土金保挨健康事業材通支部  第2・四半期  

〔直垂亘〕  
［還支部  

日本医師会日本看護協会日本架暮士会．     全国保倒センター連合会．全国市町村保健活動  ◆各桁道府県支部  
協議会、全国保健師長会、健康・体力づくり事業財団  ◆運動指聾者   

L二■ l蒜課l  

義rき貞．．  

く実践者育成〉  
◆市町村l国保－■生部門l   

18年度第2・四   

半期以降牛偏が  
整い次第実施   

廟衰i二：：〕   

日直衰麺衰二］   師  

都  〔垂垂亘〕  「1扁高富iF「   ＿吋Ⅶ貞莞望  

保健指導のアウトソーシング（留意事項）  

・保健指導という“サービス”の特性を踏まえること  

・委託する業務の目的の明確化  

・保健指導の質の評価  

・ポピュレーションアプローチなどの生活習慣病対策全体   

との連動  

・医療保険者の専門職の技術の維持向上  

・モニター、苦情処理  

・個人情報の管理  

・収益事業との区分の明確化  
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保健指導の実施に関する委託基準  

保健指導のアウトソーシング   
→実施機関の質の担保のための委託基準（人員、施設、指導内容等）  

1基本的考え方  
・健診・保健指導の事業の企画及び評価については医療保険者自らが行う。  

・個人情報については、その性格と重要性を十分認識し、適切に取り扱われなければならない。 ※l封卿〒 われてきた保健事業の実施体制等の現状を踏まえて ．今後」奏討が必要（例えば湘  

2 人員に関する基準  
・事業所の管理者は、医師、保健師、管理栄養士であること。さらに、国、地方公共団体、医療保険者、日本医師会、日  
本看雄協会、日本栄兼士会等が実施する一定の研修の修了者であること。  
・動機づけ支援や積極的支援において、①初回の面接、②対象者の行動目標・支援計画の作成、③保健指導の評価に  
関する業務を行う者は、医師、保健師、管理栄養士であること。一定の研修の修了者であることが望ましいこと。  
・対象者ごとに支援計画の実施について統括的な責任を持つ医師、保健師、管理栄養士が決められていること。  

3 施設又は設備等に関する基準  
・保健指導が実施される施設の敷地内が全面禁煙とされていること。  

4 保健指導の記録等の情報の取扱いに関する基準  
・本プログラムにおいて定める電子的標準様式により、医療保険者に対して保健指導対象者の保健指導レベル、効果  
（腹囲、体重）等を安全かつ速やかにCD－R等の電磁的方式により提出すること。  

5 運営等に関する基準  
・対象者にとって保健指導が受けやすくなるよう、利用者の利便性に配慮した保健指導（例えば、土日祝日・夜間に行う  
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